
 

 

１. 変更内容 

（Ａ）関税率の決定の判定の変更 

「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務等における「関税率の決定」について、低い関税率を適用するた

めの税額比較判定を行う際に、関税額の円位未満切捨てをしないで、小数点以下も含めて無税判定をす

る様に見直しを行う。 

 

（Ｂ）業務仕様書の記載変更 

各業務の業務仕様書の「関税率の決定」については、以下のとおり記述変更を行う。 

 

＜抜粋＞ 

関税減免税コード欄にＩＮＮ品目等に係る減免税コードの入力がある場合は、関税率を「ＦＲＥ

Ｅ」とする。それ以外の場合は、品目コード欄、ＮＡＣＣＳ用コード欄、原産地コード欄、原産地証

明書識別欄に入力されたコード及び以下の条件により関税率を決定する。 

ＥＰＡ税率を適用できる場合は、ＥＰＡ税率とＷＴＯ協定税率の比較を行い、低い関税率を協定税

率として適用する。 

なお、税率の比較にあたっては各税率を基に関税額を算出の上、関税額の比較を行い、低い税額と

なる税率を適用する。 

比較用の関税額が同額となる場合は、以下のとおりとする。 

①暫定税率とＷＴＯ協定税率が同額の場合は、暫定税率を適用する。 

②基本税率とＷＴＯ協定税率が同額の場合は、基本税率を適用する。 

③暫定税率とＥＰＡ税率が同額の場合は、暫定税率を適用する。 

④基本税率とＥＰＡ税率が同額の場合は、基本税率を適用する。 

⑤ＷＴＯ協定税率とＥＰＡ税率が同額の場合は、ＷＴＯ協定税率を適用する。 

 

また、比較用の関税額算出においては、実際の関税額算出と以下の点が異なる。 

a.従価税と従価税を比較する場合で、関税課税標準額が１，０００円未満となる場合は、１，０００

円未満を切り捨てる前の額を課税標準として比較用の関税額を算出する。 

b.従量税と従量税を比較する場合で、端数処理後の関税課税標準数量が０となる場合は、端数処理を

行う前の数量を課税標準として比較用の関税額を算出する。 

c.比較用の関税額算出においては、算出した比較用の関税額は小数点以下６位までとし、それ未満を

切り捨てる。 

 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務 

・「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務 

・「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務 

・「輸入申告事項登録（沖縄特免制度）（ＯＴＡ）」業務 

・「輸入申告変更事項登録（沖縄特免制度）（ＯＴＡ０１）」業務 

・「一括特例申告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務 

・「インボイス・パッキングリスト仕分情報登録（ＩＶＢ）」業務 

・「インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録（ＩＶＢ０３）」業務 

 

要
件
事
項 

＜航空/海上共通業務、海上業務＞ 
関税率の決定処理の仕様変更 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

関税率決定時の税額仮計算において、関税額算出時と同じ端数処理を行っている。 

＜変更後仕様＞ 

関税率決定時の税額仮計算において、課税標準額及び計算結果の関税額に対する端数処理を行わないように

する。 



 

 

 

３. 特記事項 

特になし。 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

平成３０年０３月１８日（日） 

 


